
京都市告示   号 

 建築基準法第１０条第４項において準用される同法第９条第１１項の規定に基づ

き，次の建築物の所有者又は管理者は，次に掲げる措置を期限までに行うべきこと及

び期限までにこれを行わないときは，京都市長が，その者の負担においてこの措置を

行うことを公告します。 

  平成２７年３月２７日 

                             京都市長 門川 大作   

 

１ 建築物の敷地の所在地 

  京都市上京区五辻通七本松西入東柳町５３０番地 

２ 建築物の構造，規模及び用途 

  構  造 木造平家建て 

  延床面積 ６７．０９平方メートル 

  用  途 住宅及び工場 

３ 行うべき措置 

  当該所在地内にある全ての建築物（基礎を除く。）を除却すること 

４ 期限 

  平成２７年４月２７日 

 

                （都市計画局建築指導部建築安全推進課） 
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